	研修テキスト（管理者用）	
個人情報・プライバシーの保護
対象：全職員　所要時間：約13分

1. 研修の目的
▍ 研修目標
1. 個人情報とプライバシーの違いを理解する
1. 日常業務に潜む情報漏えいのリスク場面を把握する
1. 4つの基本ルールを理解し、具体的な対応方法を身につける
1. 6つのNG事例から不適切な行動を知り、正しい対応を学ぶ
1. 自分の現場を振り返り、今日から実践できることを考える
2. 個人情報とプライバシーの基礎知識	
	区分
	定義

	個人情報
	特定の個人を識別できる情報（個人情報保護法）。それ自体で、または他情報との照合・個人識別符号（マイナンバー・保険証番号等）により識別できるものを含む

	プライバシー
	私生活や秘密を他人に干渉されない権利。個人情報より広い概念。
何を秘密にしたいかはその人の主観・価値観による（感じ方は人それぞれ）


⚠ プライバシーの侵害は「情報漏洩」だけではありません。カーテンを閉めない・他の人に聞こえる場所で話す・同意なく撮影するなど、ケアの場面での配慮不足もすべてプライバシーの侵害にあたります。私たちは「プライバシーに介入している」という自覚を常に持つことが重要です。

▶ 介護現場での個人情報の例
	種別
	具体例

	基本情報
	氏名・生年月日・住所・電話番号・マイナンバー・保険証番号

	健康情報
	病名・要介護度・服薬内容・既往歴・障害の種類

	生活情報
	家族構成・緊急連絡先・生活歴・経済状況

	記録類
	介護記録・ケアプラン・アセスメント・看護記録

	画像・音声
	顔写真・動画・音声録音





▶ 介護現場でのプライバシーの例
	カテゴリ
	具体的な内容

	身体・ケア
	排泄・入浴・更衣の様子、身体の状態・傷・疾患、認知症の程度・精神症状

	生活・家族
	家族関係・家庭内の問題、財産・経済状況、生活歴・過去の出来事



3. 介護現場でのリスク場面と4つの基本ルール
▶ リスク場面と基本ルール
	基本ルール
	内容・実践のポイント

	【ルール1】 
情報を放置せず、
確実に管理する
	・離席時はパソコン・タブレットの画面ロックを徹底する
・書類は使用後すぐに鍵のかかるキャビネットへ保管する
・「後で片付けよう」という習慣が情報漏えいの原因になる

	【ルール2】  
聞こえる・見える環境に配慮して情報を守る
	・申し送りや相談は廊下・共有スペースを避け、スタッフルームなど専用スペースで行う
・多床室やケア場面ではカーテンを閉め、視線を遮り声の大きさに注意する

	【ルール3】 
情報はむやみに
出さず、相手を確認して対応する
	・事例検討などでは本名でなく「A様」などと匿名化する
・「家族」を名乗っても安易に答えず、必ず身元を確認する
・不明な場合は必ず上司・管理者へ報告・相談する

	【ルール4】 
SNSや私的な場で情報を漏らさない
	・SNSへの投稿は原則禁止
（名前がなくても背景・状況から個人特定のリスクあり）
・友人や家族との私的な会話でも利用者の情報を話さない
・写真・動画の撮影は目的・範囲を明確にし、必ず事前に本人や家族の同意を得る



 覚え方：「放置しない・見せない・むやみに出さない・外で話さない」 この4つを意識することで、個人情報とプライバシーを守る行動につながります。




4. 事例で確認：これはNG！（6事例）

	
	NG事例
	なぜNGか・正しい対応

	事例
1
	個人情報が入ったUSBメモリを鞄に入れたまま紛失した
	個人情報が入った記録媒体の紛失は、重大な情報漏えいにつながるおそれのある事故です。紛失に気づいた時点で、速やかに上司・管理者へ報告する必要があります。

	事例
2
	入浴介助後に「〇〇さん、今日も全介助でした」とスタッフ室で大きな声で話した
	ケア内容（自立度・身体状況）は個人情報に該当します。周囲に聞こえる状況での発言は情報漏えいとなる可能性があります。申し送りは、場所や声量に十分配慮して行いましょう。

	事例
3
	排泄介助のとき、カーテンを閉めずに他の利用者の前でオムツ交換を行った
	排泄は最もプライバシーに関わる場面です。カーテンやドアを閉め視線を遮る環境を作り、他の利用者・スタッフに見えない状態で行います。「慣れているから」「急いでいるから」は理由になりません。

	事例
4
	家族から「父の最近の様子を教えて」と電話があり、詳細を話した
	利用者本人の同意や事前確認なく、個人情報を提供することは家族であっても不適切です。「家族だから大丈夫」と自己判断せず、事業所のルールに基づき上司・管理者に確認したうえで対応します。

	事例
5
	退職した同僚から「担当していた利用者の状況を教えて」と連絡があり答えた
	退職者への個人情報の提供は守秘義務違反にあたり不適切です。守秘義務は退職後も継続します。このような連絡を受けた場合は、回答せず速やかに上司・管理者へ報告する必要があります。

	事例6
	SNSに「仕事中の一コマ」として利用者の後ろ姿を投稿した
	後ろ姿であっても、本人の同意なく撮影・公開することは個人情報保護法およびプライバシー保護の観点から問題となります。名前がなくても場所・状況・身体的特徴などから個人が特定される可能性があります。業務中に撮影した写真・情報のSNS投稿は原則禁止です。






5. 自分の現場を振り返ろう

以下の問いについて、自分の現場を思い浮かべながら記入してください。（約3分）
	Q1. 自分の業務の中で、個人情報またはプライバシーを取り扱う場面はどんな場面がありますか？

	






	Q2. 今日学んだNG事例の中で、自分の現場でも起こりそうだと感じたものはありましたか？

	






	Q3. 情報漏えいやプライバシー侵害を防ぐために、今日から自分が実践できることを1つ
書いてください。

	








💬 「これは大丈夫かな？」と感じる場面があれば、それが改善のきっかけです。気になった点はぜひ上司や同僚に相談してみましょう。




5. 個人情報・プライバシーの保護：確認テスト

研修内容を振り返り、以下の問いに〇×で答えてください。
	No.
	設問
	答え
	正解

	1
	プライバシーとは「個人の私生活や秘密が他人に干渉されない権利」であり、個人情報より広い概念である
	
	〇

	2
	マイナンバーや保険証番号は個人情報には該当しない
	
	×

	3
	排泄・入浴・更衣介助は急いでいる場合、カーテンを閉めなくてよい
	
	×

	4
	申し送りは、廊下など他の利用者・来訪者がいる場所でも行ってよい
	
	×

	5
	利用者の後ろ姿であれば、SNSに投稿しても問題ない
	
	×

	6
	写真・動画の撮影は研修用・広報用であっても、必ず事前に本人または家族の同意を得る必要がある
	
	〇

	7
	家族から利用者の情報を求められた場合も、自己判断せずまず上司・管理者に確認してから対応する
	
	〇

	8
	守秘義務は退職後も継続する
	
	〇

	9
	個人情報が入ったUSBメモリを紛失した場合は、即時上司・管理者に報告する必要がある
	
	〇

	10
	友人との私的な会話であれば、利用者の情報を話しても問題ない
	
	×



	所属・職種
	氏名
	実施日
	確認サイン

	
	
	
	










6. まとめ
「放置しない・見せない・出さない・外で話さない」
1. 情報を放置せず確実に管理する（画面ロック・施錠保管）
1. 聞こえる・見える環境に配慮して情報を守る（申し送り場所・カーテン・声量）
1. 情報はむやみに出さず、相手を確認して対応する（家族であっても上司確認）
1. SNSや私的な場で情報を漏らさない（後ろ姿・名前なしでも投稿禁止）
1. 守秘義務は退職後も継続することを意識する
1. 写真・動画の撮影は必ず事前に本人または家族の同意を得る
1. 紛失・情報漏えいが起きた場合は即時上司・管理者へ報告する

個人情報やプライバシーは、利用者の生活そのものに関わる大切なものです。情報を守ることは、利用者の尊厳を守ることにもつながります。「この人なら安心して任せられる」という信頼関係を築くことが、私たちの真の使命です。本日の研修内容を、今日のケアからぜひ実践していきましょう。




















▍ 研修実施記録票

	研修名
	個人情報・プライバシーの保護

	実施日時
	　　　年　　月　　日　（　）　　：　　～　　：　　
	実施時間　約　　　分

	実施場所
	

	実施形式
	動画視聴＋テキスト記入

	実施者（管理者）
	

	研修内容概要
	個人情報・プライバシーの基礎知識、リスク場面と4つの基本ルール、
NG事例6つの振り返り、個人ワーク、理解度確認テスト

	受講人数
	　　　名



■ 受講者一覧
	No.
	所属・職種
	氏名
	実施日
	確認サイン

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	



■ 管理者確認・備考
	管理者確認
	　　　年　　月　　日　確認　　　　　（押印）

	備考
	


※ 本記録票は、実地指導・監査時の研修実施証明として保管してください。

